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社団法人日本病院会会長殿

医政発第 0831第 4号

平成 24年 8月 31日

医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所

の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医

療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定め

るものの一部改正について(施行通知)

標記につきまして、別紙のとおり、各都道府県知事宛てに通知を発出いたし

ましたので、貴職におかれましでも、当該通知の内容につきまして御了知いた

だきますとともに、管下会員又は施設に広く周知いただきますようお願い申し

上げます。
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局政医省働労生厚

医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の

管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法

施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの

の一部改正について(施行通知)

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示J(平成24年厚生労働省告示第

202号。以下「告示第202号」という。)が平成24年 3月30日付けで公布、同年4

月 1日付けで施行され、「医療法筋行規則別表第ーの規定に基づく病院、診療所

又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法

施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるものの一部を改正

する件J(平成24年厚生労働省告示第493号。以下「告示第493号」という。)が

本日付けで公布及び施行されたところです。

これを受けて、「医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助

産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規

則別表第ーに掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるものJ(平成19年厚生労

働省告示第53号)の一部が改正されていますので、十分御了知の上、御対応いた

だきますようお願いいたします。なお、告示第202号第17及び告示第493号の規定

にかかわらず、平成25年 3月31日までは、運用上、従前の取扱いとすることは差



し支えありません。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の 4第 1項の規定

に基づく技術的な助言であることを申し添えます。




